
５５月の市役所庁内の手話通訳者配置日 月の市役所庁内の手話通訳者配置日 １１１１日・日・１８１８日・日・２５２５日日（（水水））午前午前９９時～正午　時～正午　i電話または電話またはv（（０４２０４２））３２４３２４--６８３１６８３１で障害福祉課で障害福祉課（（内内２０２２０２））へへ
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d
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b
場
所・会
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t
対
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n
内
容 

k
講
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c
定
員 

e
費
用 

m
申
込
方
法 

f
持
ち
物 

i
問
い
合
わ
せ
先 
h
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

検
索
ペ
ー
ジ
番
号
検
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v
フ
ァ
ク
ス 

a
メ
ー
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x
託
児
あ
り 

s
主
催・共
催 

z
注
意
事
項

凡
例

予
約
制

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付�

臨
時
窓
口

　
国
立
駅
前
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ

ー
（
国
立
駅
前
く
に
た
ち
・
こ
く
ぶ

ん
じ
市
民
プ
ラ
ザ
内
）
で
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
交
付
し
ま
す
。

d
５
月
２６
日
㈭
午
前
９
時
～
午
後
５
時

t
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
い

て
交
付
通
知
書
が
届
い
て
い
る
方

c 

１７
人
m
５
月
１０
日
㈫
～
２４
日
㈫

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
午
前
９
時

～
正
午
・
午
後
２
時
～
５
時
に
電
話

で
市
民
課
予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０

４
２
・
３２５
・
０
２
２
５
ま
た
は
☎
０

４
２
・
３２５
・
０
２
６
４
へ
※
先
着
順

z
カ
ー
ド
申
請
後
に
氏
名
・
住
所
が

変
更
に
な
っ
た
方
は
市
民
課
（
市
役

所
第
１
庁
舎
）で
の
み
交
付
可

 

→
市
民
課（
内
３１８
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

の
納
税
通
知
書
を
発
送

　
市
内
に
土
地
・
家
屋
お
よ
び
償
却

資
産
を
所
有
す
る
方
へ
、
令
和
４
年

度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納

税
通
知
書
を
、
４
月
２８
日
に
発
送
し

ま
し
た
。
納
付
後
の
領
収
証
書
は
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

i
土
地
に
関
す
る
こ
と
（
内
３２５
）
／

家
屋
に
関
す
る
こ
と
（
内
３８０
）
／
償

却
資
産
に
関
す
る
こ
と
（
内
３４０
）

 

→
課
税
課（
内
３２6
）

公
開
し
て
い
ま
す

●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協

議
会

d
５
月
１３
日
㈮
午
後
２
時
～
３
時
３０
分

b
リ
オ
ン
ホ
ー
ル(cocobunji W

E
ST

５
階
）

n
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営

に
関
し
て
ほ
か

→
高
齢
福
祉
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

３
０
１

●
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

協
議
会

d
５
月
１４
日
㈯
午
前
１０
時
～
正
午

b
光
公
民
館

→
子
育
て
相
談
室
☎
０
４
２
・
５７２
・

８
１
３
８

●
介
護
保
険
運
営
協
議
会

d
５
月
２４
日
㈫
午
後
７
時
～

b
い
ず
み
プ
ラ
ザ

n
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保

険
事
業
計
画
の
策
定
体
制
に
関
し
て

ほ
か

→
高
齢
福
祉
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

３
０
１

西
恋
ヶ
窪
緑
地（
エ
ッ
ク
ス
山
）の

林
の
若
返
り
・
維
持
管
理
の
活
動
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　
市
と
エ
ッ
ク
ス
山
等
市
民
協
議
会

と
の
協
働
事
業
で
す
。

■
作
業
d
５
月
１３
日
・
２０
日
・
２７
日

㈮
午
前
９
時
３０
分
～
１１
時
３０
分

b
市
民
室
内
プ
ー
ル
西
側
「
む
か
し

の
井
戸
」（
集
合
）

 

→
緑
と
建
築
課（
内
３５３
）

５
月
の
環
境
ひ
ろ
ば

『
姿
見
の
池
の
現
状
と

復
活
の
歴
史　
そ
の
２
』

d
５
月
１５
日
㈰
午
前
１０
時
～
正
午

b
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室

→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
☎
０
４
２
・

３１４
・
９
０
０
５

国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に

関
す
る
協
議
会
委
員
を
募
集

　
市
の
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
制

度
に
関
す
る
重
要
事
項
な
ど
を
審
議

す
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

t
国
保
に
加
入
し
て
い
る
市
内
在
住

の
１８
歳
以
上
の
方
で
、会
議（
年
５
回
、

木
曜
日
午
後
）に
参
加
で
き
る
方
※

市
の
他
の
附
属
機
関
の
公
募
委
員
を

除
く

c
５
人

報
酬
９
千
５００
円
／
回

任
期
令
和
７
年
７
月
ま
で

m
５
月
２０
日
㈮
ま
で
に
、
作
文
「
応

募
動
機
・
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ

い
て
」
を
１
千
字
以
内
に
ま
と
め
、

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話

番
号
を
明
記
し
、
ahokennenk
in@city.kokubunji.tokyo.jp

・

郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
直
接
〒
１８５
―

８５０１
保
険
年
金
課（
市
役
所
第
１
庁
舎
）

へ選
考
方
法
作
文
審
査
※
情
報
公
開
の

対
象
。
返
却
不
可
。
文
字
数
の
超
過

は
減
点

 

→
保
険
年
金
課（
内
５４７
）

都
市
計
画
審
議
会
委
員
を

募
集

　
都
市
計
画
に
関
す
る
事
項
の
審
議

等
を
行
う
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

t
５
月
１
日
時
点
で
１８
歳
以
上
の
市

内
在
住
・
在
勤
・
在
学
・
在
活
の
都

市
計
画
に
熱
意
と
関
心
が
あ
り
、
会

議（
年
数
回
・
月
～
金
曜
日
の
昼
間

開
催
予
定
）に
出
席
で
き
る
方
※
市

の
他
の
附
属
機
関
の
公
募
委
員
を
除

くc
２
人

任
期
８
月
～
令
和
６
年
７
月

報
酬
９
千
５００
円
／
回

m
５
月
２０
日
㈮
ま
で
に
、
作
文
「
あ

な
た
の
考
え
る
国
分
寺
ら
し
さ
と
、

今
後
推
進
す
べ
き
都
市
計
画
と
は
」

を
８００
字
以
内
に
ま
と
め
、
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
、
お

持
ち
の
方
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
明

記
し
、
郵
送
（
消
印
有
効
）・
v 

０

４
２
・
３２４
・
０
１
６
０
ま
た
は
a

machikeikaku@city.kokubu
nji.tokyo.jp

で
〒
１８５
―

８５０１
ま
ち
づ

く
り
計
画
課
へ
※
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
市
HP
の
募
集
要

項
を
ご
覧
く
だ
さ
い

選
考
方
法
作
文
審
査
※
文
字
数
の
超

過
は
減
点
。
情
報
公
開
の
対
象
。
返

却
不
可

x
１
歳
以
上
の
未
就
学
児

 

→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課（
内
４５４
）

個人番号カード用の
顔写真を無料で撮影

軽自動車税（種別割）の減免対象※対象車両は障害者が専ら使用する車両１台
身体障害者および戦傷病者

区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級～3級・4級の1

特別項症～第4項症聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級

音声機能または言語機能障害 3級（喉頭摘出に係るものに限る） 特別項症～第2項症
（喉頭摘出に係るものに限る）

上肢機能障害 1級・2級 特別項症～第3項症
下肢機能障害 1級～6級 特別項症～第6項症・第1款症～第

3款症体幹機能障害 1級～3級・5級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級・2級
移動機能 1級～6級

心臓機能障害

1級・3級・4級 特別項症～第3項症
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級～3級
肝臓機能障害 1級～4級 特別項症～第3項症
知的障害者 愛の手帳1度～3度
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級

軽自動車税(種別割)の
納税通知書を発送

　４月１日時点で軽自動車などを所有する方へ、令和４年度
の軽自動車税（種別割）納税通知書を４月２８日に発送しまし
た。納期限は、５月３１日(火)です。

軽自動車税(種別割)の減免申請
　次のいずれかに該当する軽自動車などは、税の減免を納
税通知書が届いてから５月３１日（火）までに課税課（市役所
第１庁舎）で申請できます。
t〇�所有者が生活保護受給者で生活のための扶助を受ける方
　〇�公益のため直接専用し、公共の利益の増進が図られて

いるもの
　〇�所有者が災害などで生活が困難となった者
　〇�４月１日時点で手帳をお持ちで、所有する車両が専ら

身体障害者などのために使用されるもの(右表参照）
　〇�構造が専ら身体障害者などの利用に供するもの
z申請に必要なものはお問い合わせください
� →課税課（内３２４）

m 5月6日（金）～2０日（金）に郵送（必着）で
　※詳しくは募集案内をご覧ください
申�込書・募集案内の配布5月6日（金）～16日（月）
（土・日曜日を除く）①市民課（市役所第1庁舎）
②cocobunji市民サービスコーナー（cocobu 
nji WEST5階）③国立駅前市民サービスコー
ナー（国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラ
ザ内）④都庁 ⑤各市区町村役場 ⑥都住宅供給
公社都営住宅募集センター・各窓口センターで

　 ※①は14日（土）午前９時～正午②は15日（日）
④は７日（土）、８日・15日（日）も配布。配布期
間中は都住宅供給公社hhttps://www.to-ko 
usya.or.jp/からダウンロード可
i都住宅供給公社都営住宅募集センター
　（土・日曜日、祝日を除く）
　申し込み期間中＝☎（０5７０）０1０-８1０
　申し込み期間外＝☎（０3）34９８-８８９4
 →市民課（内3０6）

　一生に一度の思い出に残る記念日・成人式を　一生に一度の思い出に残る記念日・成人式を
自分たちで企画・運営する委員を募集します。自分たちで企画・運営する委員を募集します。
tt  平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれ  平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれ

の方の方
nn  成人式の名称検討や式典の企画・運営（6月  成人式の名称検討や式典の企画・運営（6月

以降、月1回程度の実行委員会を開催）以降、月1回程度の実行委員会を開催）
mm  5月31日（火）までに   5月31日（火）までに aa kowakakei@city.ko  kowakakei@city.ko 

kubunji.tokyo.jp・電話または直接子どもkubunji.tokyo.jp・電話または直接子ども
若者計画課（市役所第2庁舎）へ若者計画課（市役所第2庁舎）へ

 →子ども若者計画課（内3９０） →子ども若者計画課（内3９０）

　個人番号カードを申請する際に必要となる顔写
真を無料で撮影し、申請をお手伝いします。
d 5月22日（日）午前９時3０分～午後5時
　※予約時間は3０分単位
bセミナールーム(cocobunji WEST5階）
t本市に住民登録のある方　c1００人
m 5月1０日（火）～1９日（木）午前９時～正午・午後

2時～5時に電話で市民課専用ダイヤル☎（０4
2）325-０225または☎（０42）325-０264へ

　※先着順
 →市民課（内31０）

入居者募集（家族向・単身者向）（家族向・単身者向）

都 住営 宅

あなたの成人式を、あなたの手であなたの成人式を、あなたの手で
令和令和５５年成人式年成人式
実行委員を募集実行委員を募集

予約制予約制


